
アドバイザーが「依頼会員」と「提供会員」の橋渡しをします。

● 援助活動中のまさか・もしも・・・の事故などに備えて

・会員はファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入します。
※保険加入に要する費用は、センターが負担します。

相互援助のお手伝い

両方会員

依頼会員・提供会員どちらにもなれる人

依頼会員 提供会員

（子育ての援助を受けたい会員） （子育ての援助を行いたい会員）

ファミリー・サポート・センター

（アドバイザー）

市内にお住まいの生後６か月

から小学校６年生までの子ども

がいる方。
(隣接する市町に居住している場合も

登録及び利用できます。）

※両方会員も可能です。

市内にお住まいの２０歳以上で

「子育てを支援してあげたい」と思

われる方。性別・資格・経験は問

いません。

※活動するには、センターが主

催する「講習会」を受けていただき

ます。

援助の依頼

援助の提供

依頼会員さんが、援助活動

をうけるには、先に事前打合

せを行う事が必要です。


